
 亀 山 市 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  

  令 和 元 年 １ １ 月 ２ ５ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ２ ４ 号  

  

   亀 山 市 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 亀 山 市 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ６ ４

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 １ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

税 額 等 に よ る 階 層 区 分  上 限 月

額  

負 担 基 準 額  

居 宅 介

護 同 行

援 護 行

動 援 護

３ ０ 分

当 た り  

重 度 訪

問 介 護

３ ０ 分

当 た り  

短 期 入

所 １ 日

当 た り  

グ ル ー

プ ホ ー

ム １ 月

当 た り  

Ａ  生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５

年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） 第

６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

被 保 護 者 及 び 中 国 残 留

邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の

促 進 並 び に 永 住 帰 国 し

た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び

特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支

援 に 関 す る 法 律 （ 平 成

６ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） に

よ る 支 援 給 付 受 給 者

（ 以 下 「 被 保 護 者 等 」

と い う 。 ）  

0 円 0 円  0 円 0 円 0 円

Ｂ  当 該 年 度 分 の 市 町 村 民

税 が 非 課 税 の 者 （ Ａ 階

層 に 属 す る 者 を 除

0 円 0 円  0 円 0 円 0 円



く 。 ）  

Ｃ  Ａ 階 層 を 除 き 当 該 年 度

分 の 市 町 村 民 税 の 課 税

世 帯 で あ っ て 、 そ の 市

町 村 民 税 の 額 が 均 等 割

額 の 額 の み の 世 帯 （ 所  

1 , 1 0 0

円

5 0 円  5 0 円 1 0 0 円 1 , 1 0 0

円

 得 割 の 額 の な い 世 帯 ）   

Ｄ

１  

Ａ 階 層

を 除 き

当 該 年

度 分 の

市 町 村

民 税 の

課 税 世

帯 で あ

っ て 、

そ の 市

町 村 民

税 所 得

割 の 額

の 区 分

が 次 の

区 分 に

該 当 す

る 世 帯  

0円以上 1 2 , 0 0 0

円 以 下  

1 , 6 0 0

円

1 0 0 円  1 0 0 円 2 0 0 円 1 , 6 0 0

円

Ｄ

２  

1 2 , 0 0 1 円 以 上

3 0 , 0 0 0 円 以 下  

2 , 2 0 0

円

1 5 0 円  1 5 0 円 3 0 0 円 2 , 2 0 0

円

Ｄ

３  

3 0 , 0 0 1 円 以 上

6 0 , 0 0 0 円 以 下  

3 , 3 0 0

円

2 0 0 円  2 0 0 円 4 0 0 円 3 , 3 0 0

円

Ｄ

４  

6 0 , 0 0 1 円 以 上

9 6 , 0 0 0 円 以 下  

4 , 6 0 0

円

2 5 0 円  2 5 0 円 6 0 0 円 4 , 6 0 0

円

Ｄ

５  

9 6 , 0 0 1 円 以 上

1 8 9 , 0 0 0 円 以

下  

7 , 2 0 0

円

3 0 0 円  3 0 0 円 1 , 0 0 0

円

7 , 2 0 0

円

Ｄ

６  

1 8 9 , 0 0 1 円 以

上 2 7 7 , 0 0 0 円

以 下  

1 0 , 3 0 0

円

4 0 0 円  4 0 0 円 1 , 4 0 0

円

1 0 , 3 0 0

円

Ｄ

７  

2 7 7 , 0 0 1 円 以

上 3 4 8 , 0 0 0 円

以 下  

1 3 , 5 0 0

円

5 0 0 円  5 0 0 円 1 , 8 0 0

円

1 3 , 5 0 0

円

Ｄ

８  

3 4 8 , 0 0 1 円 以

上 4 6 5 , 0 0 0 円

以 下  

1 7 , 1 0 0

円

6 0 0 円  6 0 0 円 2 , 3 0 0

円

1 7 , 1 0 0

円

Ｄ

９  

4 6 5 , 0 0 1 円 以

上 5 9 4 , 0 0 0 円

以 下  

2 1 , 2 0 0

円

8 0 0 円  8 0 0 円 2 , 8 0 0

円

2 1 , 2 0 0

円

Ｄ

１

０  

5 9 4 , 0 0 1 円 以

上 7 1 6 , 0 0 0 円

以 下  

2 5 , 7 0 0

円

1 , 0 0 0

円  

1 , 0 0 0

円

3 , 4 0 0

円

2 5 , 7 0 0

円

Ｄ

１

１  

7 1 6 , 0 0 1 円 以

上 8 6 4 , 0 0 0 円

以 下  

3 0 , 6 0 0

円

1 , 2 0 0

円  

1 , 2 0 0

円

4 , 1 0 0

円

3 0 , 6 0 0

円

Ｄ

１

２  

8 6 4 , 0 0 1 円 以

上 1 , 0 5 6 , 0 0 0

円 以 下  

3 5 , 9 0 0

円

1 , 4 0 0

円  

1 , 4 0 0

円

4 , 8 0 0

円

3 5 , 9 0 0

円



Ｄ

１

３  

1 , 0 5 6 , 0 0 1 円

以上1, 2 3 8 , 0 0 0

円 以 下  

4 1 , 6 0 0

円

1 , 6 0 0

円  

1 , 6 0 0

円

5 , 5 0 0

円

4 1 , 6 0 0

円

Ｄ

１

４  

1 , 2 3 8 , 0 0 1 円

以上1, 4 3 9 , 0 0 0

円 以 下  

4 7 , 8 0 0

円

1 , 9 0 0  

円  

1 , 9 0 0

円

6 , 4 0 0

円

4 7 , 8 0 0

円

Ｄ

１

５  

1 , 4 3 9 , 0 0 1 円

以 上  

介 護 給

付 費 等

基 準 額  

介 護 給

付 費 等

基 準 額  

介 護 給

付 費 等

基 準 額  

介 護 給

付 費 等

基 準 額  

介 護 給

付 費 等

基 準 額  

 

 備 考  

１  身 体 障 害 者 及 び そ の 扶 養 義 務 者 （ 身 体 障 害 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 し 、 か つ 、 生 計 を 同 じ く す る と 認 め ら れ る 配 偶 者 又 は 子

（ 身 体 障 害 者 が ２ ０ 歳 未 満 の 場 合 に お い て は 、 配 偶 者 、 父 母

又 は 子 ） の う ち 、 市 町 村 民 税 の 税 額 が 最 も 高 い も の に 限 る 。

以 下 同 じ 。 ） が 負 担 す べ き 額 は 、 そ れ ぞ れ 、 税 額 等 に よ る 階

層 区 分 に 応 じ 、 負 担 基 準 額 の 欄 に 掲 げ る 額 と す る （ 行 動 援 護

に つ い て は 、 所 要 時 間 が ７ 時 間 ３ ０ 分 以 上 の 場 合 は 、 当 該 額

を １ ６ 倍 し た 額 を 同 日 分 の 負 担 す べ き 額 と す る 。 ） 。 た だ し 、

身 体 障 害 者 に あ っ て は 、 介 護 給 付 費 等 基 準 額 を 上 限 と し 、 扶

養 義 務 者 に あ っ て は 、 介 護 給 付 費 等 基 準 額 か ら 身 体 障 害 者 本

人 が 負 担 す る 額 を 控 除 し た 額 を 上 限 と す る 。  

２  １ の 規 定 に か か わ ら ず 、 身 体 障 害 者 及 び そ の 扶 養 義 務 者 の

１ 月 当 た り の 負 担 額 は 、 そ れ ぞ れ 、 税 額 等 に よ る 階 層 区 分 に

応 じ 、 上 限 月 額 の 欄 に 掲 げ る 額 を 上 限 と す る 。  

３  こ の 表 に お い て 「 市 町 村 民 税 」 と は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５

年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 （ 同 法 の 規 定 に  

よ る 特 別 区 民 税 を 含 む 。 ） を い い 、 「 均 等 割 」 及 び 「 所 得 割 」  

と は 、 そ れ ぞ れ 、 同 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に

規 定 す る 均 等 割 及 び 所 得 割 （ そ れ ぞ れ 、 同 法 の 規 定 に よ る 特

別区民税に係るものを含む。）をいう。ただし、同法第３２３

条 の 規 定 に よ り 市 町 村 民 税 の 減 免 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 そ の



額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 か ら 順 次 控 除 し た 額 を 所 得 割

の 額 又 は 均 等 割 の 額 と す る 。  

４  所 得 割 の 額 の 算 定 方 法 は 、 地 方 税 法 に 定 め る と こ ろ に よ る

ほ か 、 次 に 定 め る と お り と す る 。  

（ １ ） 地 方 税 法 第 ３ １ ４ 条 の ７ 、 第 ３ １ ４ 条 の ８ 、 同 法 附 則 第  

５ 条 第 ３ 項 、 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ６ 項 及 び 附 則 第 ５ 条 の ４ の

２ 第 ５ 項 の 規 定 は 適 用 し な い も の と す る 。  

（ ２ ） 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ ２ 年 法 律 第 ４

号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １

項 第 ８ 号 に 規 定 す る 扶 養 親 族 （ １ ６ 歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以

下この表において「扶養親族」という。）及び同法第３１４

条 の ２ 第 １ 項 第 １ １ 号 に 規 定 す る 特 定 扶 養 親 族 （ １ ９ 歳 未

満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 表 に お い て 「 特 定 扶 養 親 族 」 と い

う 。 ） が あ る と き は 、 同 号 に 規 定 す る 額 （ 扶 養 親 族 に 係 る

も の 及 び 特 定 扶 養 親 族 に 係 る も の （ 扶 養 親 族 に 係 る 額 に 相

当 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） に 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ３ 第

１ 項 に 規 定 す る 所 得 割 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る も

の と す る 。  

（ ３ ） 当 該 扶 養 義 務 者 が 指 定 都 市 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法

律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １ ９ 第 １ 項 の 指 定 都 市 を い う 。

以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 で

あ る と き は 、 当 該 者 を 指 定 都 市 以 外 の 市 町 村 の 区 域 内 に 住

所 を 有 す る 者 と み な し て 、 所 得 割 の 額 を 算 定 す る も の と す

る 。  

（ ４ ） 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ １ 号 イ 中 「 夫 と 死 別 し 、  

若 し く は 夫 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 夫 の 生 死

の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻

に よ ら な い で 母 と な っ た 女 子 で あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し て い

な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お い て 同 号 イ に 該 当 す る 者

又 は 同 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 中 「 妻 と 死 別 し 、 若 し



く は 妻 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 妻 の 生 死 の 明

ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻 に よ

ら な い で 父 と な っ た 男 子 で あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し て い な い

も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お い て 同 号 に 該 当 す る 者 で あ る

と き は 、 次 の ア 又 は イ に 定 め る と お り と す る 。  

  ア  同 法 第 ２ ９ ５ 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 の 規 定 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） の 規 定 に よ り 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る

者 で あ る 場 合 は 、 所 得 割 の 額 は 零 と す る 。  

イ  ア に 該 当 し な い 者 で あ る 場 合 は 、 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ２

第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 額 （ 同 条 第 ３ 項 に 該 当 す る 者 で

あ る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 額 ） に 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る も の と す

る 。  

５  こ の 表 に お い て 、 「 介 護 給 付 費 等 基 準 額 」 と は 、 障 害 者 の

日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ

く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に

要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働 省

告 示 第 ５ ２ ３ 号 ） に よ り 算 定 し た 額 （ 食 事 提 供 体 制 加 算 を 除

く 。 ） を い う 。  

 別 表 第 ３ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 ３ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

税 額 等 に よ る 階 層 区 分  負 担 基 準 月 額  

入 所  通 所  

Ａ  被 保 護 者 等  0 円 0 円

Ｂ  当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 が 非 課

税 の 者 （ Ａ 階 層 に 該 当 す る 者 を

除 く 。 ）  

0 円 0 円

Ｃ   Ａ 階 層 を 除 き 当 該 年 度 分 の 市 町

村 民 税 の 課 税 世 帯 で あ っ て 、 そ

の 市 町 村 民 税 の 額 が 均 等 割 の 額

の み の 世 帯 （ 所 得 割 の 額 の な い

世 帯 ）  

2 , 2 0 0 円 1 , 1 0 0 円



Ｄ １  Ａ 階 層

を 除 き

当 該 年

度 分 の

市 町 村

民 税 の

課 税 世

帯 で あ

っ て 、

そ の 市

町 村 民

税 所 得

割 の 額

の 区 分

が 次 の

区 分 に

該 当 す

る 世 帯  

0 円 以 上 1 2 , 0 0 0 円 以 下  3 , 3 0 0 円 1 , 6 0 0 円

Ｄ ２  1 2 , 0 0 1 円 以 上 3 0 , 0 0 0

円 以 下  

4 , 5 0 0 円 2 , 2 0 0 円

Ｄ ３  3 0 , 0 0 1 円 以 上 6 0 , 0 0 0

円 以 下  

6 , 7 0 0 円 3 , 3 0 0 円

Ｄ ４  6 0 , 0 0 1 円 以 上 9 6 , 0 0 0

円 以 下  

9 , 3 0 0 円 4 , 6 0 0 円

Ｄ ５  9 6 , 0 0 1 円 以 上 1 8 9 , 0 0 0

円 以 下  

1 4 , 5 0 0 円 7 , 2 0 0 円

Ｄ ６  1 8 9 , 0 0 1 円以上 2 7 7 , 0 0 0

円 以 下  

2 0 , 6 0 0 円 1 0 , 3 0 0 円

Ｄ ７  2 7 7 , 0 0 1 円以上 3 4 8 , 0 0 0

円 以 下  

2 7 , 1 0 0 円 1 3 , 5 0 0 円

Ｄ ８  3 4 8 , 0 0 1 円以上 4 6 5 , 0 0 0

円 以 下  

3 4 , 3 0 0 円 1 7 , 1 0 0 円

Ｄ ９  4 6 5 , 0 0 1 円以上 5 9 4 , 0 0 0

円 以 下  

4 2 , 5 0 0 円 2 1 , 2 0 0 円

Ｄ １ ０  5 9 4 , 0 0 1 円以上 7 1 6 , 0 0 0

円 以 下  

5 1 , 4 0 0 円 2 5 , 7 0 0 円

Ｄ １ １  7 1 6 , 0 0 1 円以上 8 6 4 , 0 0 0

円 以 下  

6 1 , 2 0 0 円 3 0 , 6 0 0 円

Ｄ １ ２  8 6 4 , 0 0 1 円 以 上 1 , 0 5 6 ,

0 0 0 円 以 下  

7 1 , 9 0 0 円 3 5 , 9 0 0 円

Ｄ １ ３  1 , 0 5 6 , 0 0 1円以上1 , 2 3 8 ,

0 0 0 円 以 下  

8 3 , 3 0 0 円 4 1 , 6 0 0 円

Ｄ １ ４  1 , 2 3 8 , 0 0 1円以上1 , 4 3 9 ,

0 0 0 円 以 下  

9 5 , 6 0 0 円 4 7 , 8 0 0 円

Ｄ １ ５  1 , 4 3 9 , 0 0 1 円 以 上  介 護 給 付 費

等 基 準 額  

介 護 給 付 費

等 基 準 額 及

び 療 養 介 護

医 療 費 基 準

額  

 

 備 考  

１  身 体 障 害 者 の 扶 養 義 務 者 （ 身 体 障 害 者 の 入 所 時 に 身 体 障 害

者 と 同 一 の 世 帯 に 属 し 、 か つ 、 生 計 を 同 じ く す る と 認 め ら れ

る 配 偶 者 又 は 子 （ 身 体 障 害 者 が ２ ０ 歳 未 満 の 場 合 に お い て は 、

配 偶 者 、 父 母 又 は 子 ） の う ち 、 市 町 村 民 税 の 税 額 が 最 も 高 い



者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 負 担 す べ き 額 は 、 そ れ ぞ れ 税 額 等

に よ る 階 層 区 分 に 応 じ 、 負 担 基 準 月 額 の 欄 に 掲 げ る 額 と す る 。  

２  １ の 規 定 に か か わ ら ず 、 扶 養 義 務 者 が 負 担 す べ き 額 が 、 介

護 給 付 費 等 基 準 額 又 は 旧 法 施 設 支 援 費 基 準 額 か ら 身 体 障 害 者

本 人 が 負 担 す る 額 を 控 除 し た 額 を 超 え る 場 合 は 、 当 該 控 除 し

た 額 を 負 担 す る も の と す る 。  

３  こ の 表 に お い て 「 市 町 村 民 税 」 と は 、 地 方 税 法 の 規 定 に よ

る 市 町 村 民 税 （ 同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 を 含 む 。 ） を い

い、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第２９２

条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 す る 均 等 割 及 び 所 得 割 （ そ

れ ぞ れ 、 同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 に 係 る も の を 含 む 。 ）

を い う 。 た だ し 、 同 法 第 ３ ２ ３ 条 の 規 定 に よ り 市 町 村 民 税 の

減 免 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 そ の 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の

額 か ら 順 次 控 除 し た 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 と す る 。  

４  所 得 割 の 額 の 算 定 方 法 は 、 地 方 税 法 に 定 め る と こ ろ に よ る

ほ か 、 次 に 定 め る と お り と す る 。  

（ １ ） 地 方 税 法 第 ３ １ ４ 条 の ７ 、 第 ３ １ ４ 条 の ８ 、 同 法 附 則 第

５ 条 第 ３ 項 、 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ６ 項 及 び 附 則 第 ５ 条 の ４ の

２ 第 ５ 項 の 規 定 は 適 用 し な い も の と す る 。  

（ ２ ） 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改

正 前 の 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 扶 養 親

族 （ １ ６ 歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 表 に お い て 「 扶 養 親

族 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ １ 号 に

規 定 す る 特 定 扶 養 親 族 （ １ ９ 歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の

表 に お い て 「 特 定 扶 養 親 族 」 と い う 。 ） が あ る と き は 、 同

号 に 規 定 す る 額 （ 扶 養 親 族 に 係 る も の 及 び 特 定 扶 養 親 族 に

係 る も の （ 扶 養 親 族 に 係 る 額 に 相 当 す る も の を 除 く 。 ） に

限 る 。 ） に 同 法 ３ １ ４ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 所 得 割 の 税

率 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る も の と す る 。  



（３）当該扶養義務者が指定都市（地方自治法第２５２条の１９

第 １ 項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） の

区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 で あ る と き は 、 当 該 者 を 指 定 都 市

以 外 の 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 と み な し て 、 所 得

割 の 額 を 算 定 す る も の と す る 。  

（ ４ ） 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ １ 号 イ 中 「 夫 と 死 別 し 、

若 し く は 夫 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 夫 の 生 死

の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻

に よ ら な い で 母 と な っ た 女 子 で あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し て い

な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お い て 同 号 イ に 該 当 す る 者

又 は 同 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 中 「 妻 と 死 別 し 、 若 し

く は 妻 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 妻 の 生 死 の 明

ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻 に よ

ら な い で 父 と な っ た 男 子 で あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し て い な い

も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お い て 同 号 に 該 当 す る 者 で あ る

と き は 、 次 の ア 又 は イ に 定 め る と お り と す る 。  

ア  同 法 第 ２ ９ ５ 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 の 規 定 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） の 規 定 に よ り 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る

者 で あ る 場 合 は 、 所 得 割 の 額 は 零 と す る 。  

イ  ア に 該 当 し な い 者 で あ る 場 合 は 、 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ２

第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 額 （ 同 条 第 ３ 項 に 該 当 す る 者 で

あ る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 額 ） に 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る も の と す

る 。  

５  こ の 表 に お い て 「 介 護 給 付 費 等 基 準 額 」 と は 、 障 害 者 の 日

常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要

す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に よ り 算 定 し た 額 （ 食 事 提

供 体 制 加 算 を 除 く 。 ） を い う 。  



６  こ の 表 に お い て 「 療 養 介 護 医 療 費 基 準 額 」 と は 、 障 害 者 の

日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成

１ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ７ ０ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同

法 第 ５ ８ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ に

よ り 算 定 し た 額 を い う 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


